
 

 

 

 

健保給付金を受取る銀行口座を届出す

るとき又は変更するとき 
 

『 銀行口座登録 』 
 

健保組合からの給付金を振り込む銀行口座および振り込む銀行口座を変更したときに届け出て 

頂くものです。 

 

 

【手続き】 

 

・ 各事業主の健保担当部署で作成後、速やかに健保組合宛に提出して下さい。 

平成２４年４月以降は、KOSMO Web からのデータアップロードでご提出をお願いしています。 

 

・ 提出期限 － 毎月 2日迄にご提出頂いたデータの口座に当月（２１日）の給付金をお振込み 

します。 

 

 

〔作成上の注意事項〕 

 

  結婚・離婚等により口座名義が変更となった場合、適用-８「被保険者被扶養者変更届（一般用）」

のご提出により、給付金振込口座の名義変更を併せて行いますので、本データ提出は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2025.2） 

適用２ 

資格喪失時のお願い 

健保よりの還付金が発生する場合がありますので、本届出によりご指定いただいた 

口座につきましては、最低３ヵ月間は、解約しない旨
．．．．．．．．．．．．．．

被保険者にお伝え下さい。 

㈱みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ・㈱みずほ銀行・みずほ信託銀行㈱・ 

みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱は、提出不要です。 

（人事業務部ヒューマンサービス室より一括提出されて来ます。） 

 


